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長崎県婦人既製洋服製造業最低工賃の廃止決定に係る長崎地方労働審議会の意見に関する公示

長崎労働局一般公示第６号

令和８年３月１６日長崎地方労働審議会から長崎婦人既製洋服製造業最低工賃の廃止決定について意見の提出があったので、家内労働法（昭和４５年法律第６０号）第９条第１項の規定により、その要旨を下記のとおり公示する。
　なお、当該最低工賃の廃止決定に異議がある関係家内労働者又は関係委託者は、家内労働法第９条第２項の規定に基づき、令和８年３月３１日までに長崎労働局長（長崎市万才町７－１）あて別紙様式により異議申出をされたい。


　　 令和８年３月１６日　

　 　　　　長崎労働局長　倉永　圭介

















別紙

次の長崎県婦人既製洋服製造業最低工賃を廃止すること。

１　適用する家内労働者　
　　　長崎県の区域内で、婦人既製洋服製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者
２　適用する委託者  
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
３　第１号の家内労働者に係る最低工賃額
　　　次の表の品目欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。ただし、金額欄に表示されている単位と異なる長さで委託する場合の工賃額については、１センチメートル当たりに換算した金額とする。この場合、１センチメートル未満の長さは１センチメートルに切り上げるものとする。
	品  目
	工              程
	規                           格
	金                                額

	　
	身返し端まつり
	針目が３センチメートル間隔に
	１か所につき
	１０ 円

	　
	（千鳥）
	５針以上のもの
	　
	　

	　
	身返し星入れ
	針目が３センチメートル間隔に
	１０センチメートル
	　

	　
	　
	３針以上のもの
	につき
	１１ 円

	　
	ボタン付け
	飾りボタン
	　
	１個につき
	８ 円

	　
	　
	根巻きボタン
	力ボタン付き
	１個につき
	１３ 円

	　
	　
	　
	力ボタンなし
	１個につき
	１０ 円

	上      衣
	鎖糸ループ付け
	糸ループ作り付け
	１か所につき
	９ 円

	　
	　
	既製ループ付け
	１か所につき
	５ 円

	　
	そで付け裏まつり
	針目が３センチメートル間隔に
	１０センチメートル
	　

	　
	　
	７針以上のもの
	につき
	１２ 円

	　
	そで口裏まつり
	　
	
	１０センチメートル
	　

	　
	　
	　
	
	につき
	１１ 円

	　
	肩パット付け
	部分止め
	　
	１組につき
	２１ 円

	　
	　
	肩線止め
	　
	１組につき
	１１ 円

	　
	糸くず取り
	　
	　
	１枚につき
	１６ 円

	　
	身返し端まつり
	針目が３センチメートル間隔に
	１か所につき
	７ 円

	　
	（千鳥）
	５針以上のもの
	　
	　

	ブ ラ ウ ス
	スナップ付け
	１センチメートル型
	１組につき
	１３ 円

	　
	ボタン付け
	飾りボタン
	　
	１個につき
	８ 円

	　
	肩パット付け
	　
	　
	１組につき
	１３ 円

	　
	糸くず取り
	　
	　
	１枚につき
	１３ 円

	　
	スナップ付け
	１センチメートル型
	１組につき
	１５ 円

	　
	かぎホック付け
	ウエスト用前かん
	１組につき
	２０ 円

	　
	ボタン付け
	飾りボタン
	　
	１個につき
	８ 円

	ス カ ー ト
	　
	根巻きボタン
	力ボタン付き
	１個につき
	１０ 円

	及び
	　
	　
	力ボタンなし
	１個につき
	８ 円

	スラックス
	鎖糸ループ付け
	糸ループ作り付け
	１か所につき
	９ 円

	　
	ベント止め
	×印しつけ止め
	１か所につき
	６ 円

	　
	プリーツしつけ
	　
	　
	１か所につき
	６ 円

	　
	糸くず取り
	　
	　
	１枚につき
	１４ 円


４ 効力発生日
　法定どおり


別紙様式

異　議　申　出　書

　
令和８年３月１６日貴殿が公示した、長崎県婦人既製洋服製造業最低工賃に係る長崎地方労働審議会の意見について異議があるので、家内労働法第９条第２項により下記のとおり異議を申し出る。


　　　　　　　　　　　　　　　 記

	 異議の内容






 異議の理由









　　 令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　申出者
　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　



　　 長崎労働局長　殿
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